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施策の柱１ 認知症の正しい知識の普及促進

① 認知症サポーターの養成
• 地域住民をはじめ、学生や認知症の人と地域で関わることが多いと想定される小売業・金融機

関・公共交通機関等で働く人に対して、認知症サポーターの活動について周知を図るとともに、
市町村、関係団体と一体となって認知症サポーターの養成を引き続き推進する。

• 認知症サポーター養成講座の企画・立案及び実施を行う「キャラバン・メイト」を認知症サ
ポーターの養成と合わせて引き続き養成する。

• 地域で暮らす認知症の人本人の協力を得ながら、認知症の正しい知識について普及啓発を進め、
認知症になっても希望を持って暮らすことができる環境づくりを促進する。

② 認知症に対する正しい理解に向けた広報・啓発
• 世界アルツハイマーデー及び世界アルツハイマー月間において、県内のランドマークとなる建

築物をシンボルカラーのオレンジ色にライトアップする「オレンジライトアップ」の取組等、
オンラインを取り入れながら、広く周知することで、認知症への理解を深めていくなどの活動
を行う。

• 県内各地の認知症カフェにおいても9 月のイベント月間に合わせた各種取組みを呼びかけると
ともに、認知症本人による認知症に関する広報・啓発に取組む。

• さくらんぼカフェと協力し、やまがた認知症カフェ通信を引き続き発行し、オンラインを取り
入れながら、県内の認知症カフェに関する情報や認知症に関する取組を周知する。

１ 行動計画の概要
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施策の柱１ 認知症の正しい知識の普及促進

• 地域における軽度の認知症の方の早期治療というものがなかなか行われていない。県において、
市町村における優良事例の周知などにより、地域格差の解消を図ること。（山形県老人福祉施
設協議会：小関委員）

• 一般県民の方が認知症をご存知ないというのを感じている。軽症の方は特に山形市以外では来
られない。一般県民の方への普及が必要だと思います。（座長：山形大学太田委員）

• 認知症サポーターを増やすためには、介護サービス事業所や小中学校への働きかけが必要
（キャラバン・メイト：髙橋委員）

• 認知症サポーターに関する鶴岡市の取組（小中学校への働きかけ）を何らかの形で発表してい
ただきたい。（座長：山形大学太田委員）

２ 頂戴したご意見

• 鶴岡市の取組について、市町村周知用の資料（別添）を作成し、キャラバン・メイト養成研修
会で活用

• 県民に直接対応する地域包括支援センター職員向け研修の中で、早期治療の重要性（ご家族の
対応力も含めた総合的なもの）を改めて周知

• 令和２年度から令和４年度における市町村別の認知症サポーター養成者数に関するデータを市
町村に周知

• 文部科学省が作成した学校等関係者への認知症サポーター養成研修の受講勧奨に関する通知を
県教育局を通じて市町村教育委員会に周知

• 認知症の人や家族、支援者、一般の人がリレーをする「RUN伴」の支援
• 若年性認知症の方をテーマとした映画「オレンジ・ランプ」の視聴会の支援

３ 今年度の取組



4

施策の柱１ 認知症の正しい知識の普及促進

• キャラバン・メイト養成研修会の開催（県内２会場）
• 県職員向けサポーター養成講座の開催
• 世界アルツハイマーデー（9月21日）及び世界アルツハイマー月間（９月）における各種啓発

活動の実施（県内３か所の建築物における「オレンジライトアップ」、フェイスブックによる
周知、県庁舎内におけるのぼり旗の掲示）

３ 今年度の取組

• 介護サービス事業所の方への認知症サポーター養成研修の受講に関しては、関係団体と相談さ
せていただいたところ、より高度な内容を認知症介護基礎研修の受講が令和６年度より義務付
けとなることを踏まえて、認知症介護基礎研修の受講勧奨を優先することといたしました。

• 介護サービス事業所の皆さまには、講師役となるキャラバン・メイトの担い手として引き続き
協力いただきたいと考えております。

４ 介護サービス事業所の取扱い

サポーター養成人数 R1末累計 R2 R3 R4 R5.12 R5累計（目標） R7累計（目標）

計画 － 10,000人以上 10,000人以上 10,000人以上 10,000人以上 180,000人 200,000人

進捗 147,268人 6,929人 6,432人 6,093人 6,336人 173,058人 －

５ 目標指標

※ 本県の総人口に占める割合（メイト＋サポーター）は全国６位
※ 総人口１万人当たりの講座開催回数は全国５位
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施策の柱１ 認知症の正しい知識の普及促進

• 共生社会を実現するための認知症基本法の令和６年１月１日施行を踏まえ、改めて早期診断及
び早期治療の有効性を普及・啓発していく必要がある。

• 新型コロナウイルス感染症の影響により、全国的な傾向として認知症サポーター養成研修の受
講者数が減少傾向にある。

６ 課題

• 企業・団体及び学校等でのサポーター養成講座開催の支援を継続して行っていく。
• 引き続き、県民への啓発では、若年層に広く普及しているSNS等の広報媒体を活用する。
• 県立図書館と連携し、敬老の日企画展の中で認知症に関する広報ブースを設置する。
• 山形新聞「くらしの疑問相談亭」及び山形放送「やまがたサンデー５」等の活用により、認知

症の正しい知識に関する情報を周知していく。

７ 施策の方向性
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施策の柱１ 認知症の正しい知識の普及促進

Facebookでの情報発信 県庁舎における情報発信
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施策の柱２ 認知症予防の推進

① 高齢者の健康づくりの推進
• 高齢者の健康づくりに「新型コロナに負けない身体づくり」という新たな視点を取り入れ、

「食」と「運動」を切り口とした健康づくりを推進する。
• 食事、運動をはじめとする生活習慣病対策には認知症の発症を遅らせる効果が認められている

ことから、自分が楽しいと思う定期的な軽運動（散歩・ラジオ体操・筋力トレーニング）の継
続を推進する。

② 地域における人との繋がりの促進
• 通いの場等の認知症予防に資する県内各地の取組を広く県民に紹介し参加を促進する。
• 通いの場の更なる普及・拡大を図るため、その担い手を養成する。
• 市町村が開催する通いの場代表者研修会等に専門職を派遣し、認知症予防のメニューを含む介

護・フレイル予防プログラムの普及を図るなど、通いの場における活動内容の充実を促進する。
• コロナ禍における感染防止に配慮した通いの場の運営事例や、訪問活動や電話等により人の繋

がりを途絶えさせないための取組事例等について周知していく。
• デジタル化の取組など、コロナ禍にあっても持続可能となる通いの場の新たな運営手法を検討

していく。

③ 高齢者の社会参加の促進
• 高齢者が通いの場や生活支援の担い手として社会参加することができるよう、担い手を養成し

ていく。
• 高齢者の豊富な経験や知恵を地域づくり等に生かし社会参画や社会貢献等に参加しやすい環境

をつくるために、地域を豊かにする各種社会活動（スポーツ活動、文化活動、文化伝承活動、
健康増進活動）の促進を図る。

１ 行動計画の概要
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施策の柱２ 認知症予防の推進

• 健康長寿日本一やまがたの実現を目指して、やまがた健康フェア（３大疾病セミナー、啓発パ
ネル展示等）を開催するとともにウォーキングWEB大会を開催

• 介護・フレイル予防プログラムの内容を広く普及させるため、市町村が開催する通いの場代表
者等研修会への専門職の派遣（８市町村、延べ９名 ※令和５年12月現在）

• 厚生労働省で作成したオンライン通いの場のアプリケーションの周知
• デジタルを活用した「通いの場」モデル事業の実施（県内１か所）
• 生活支援・介護予防サービスの担い手となる人材を養成するための研修会を開催
• スポーツ・文化活動を通して、高齢者の社会参加を促進し、健康増進、生きがいづくりを目的

とした山形県健康福祉祭（ときめきねんりんピック）の開催

２ 今年度の取組

３ 目標指標

※ 令和元年度は7.8%の参加率となっていたが、新型コロナウイルス感染症の影響により減少している。

通いの場への参加率 H30 R1 R2 R3 R4 R5年度目標 R7年度目標

計画 － － － － － 8.0％ 9.0％

進捗 6.2％ 7.8％ 6.2％ 6.4％ （速報値）6.8％ － －
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施策の柱２ 認知症予防の推進

• 健やかな高齢期を迎えるために、若いころから望ましい食生活と運動習慣の定着を図ることが
必要となる。また、壮年期までのメタボリックシンドローム予防（食べ過ぎない）から、高齢
期には低栄養予防に視点を切り替え、高齢期における望ましい食生活と適度な運動を継続する
ことが重要となる。

• 市町村間において通いの場等の普及状況に差が生じており、普及の進まない市町村に更なる普
及を促す必要がある。また、通いの場を運営していくにあたって、運営の担い手となる人材が
不足している。

４ 課題

• 「保健・医療・福祉の連携による『健康長寿日本一』の実現」に向け、市町村及び関係団体と
協働で「食」と「運動」の両面で健康づくりの取組みを展開する。

• デジタルを活用した通いの場の運営手法を「手引書」として公開し、通いの場におけるデジタ
ル活用を支援していく。

• 引き続き通いの場の担い手の養成に向けた取組を継続していくとともに、養成された担い手が
実際に活動できる場を確保していく。

５ 施策の方向性
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山形県健康福祉祭（山形美術館）

やまがた健康フェア（イオンモール天童）

デジタルを活用したモデル事業（白鷹町）

施策の柱２ 認知症予防の推進



市町村数 R1 R2 R3 R4 R5年度目標 R7年度目標

計画 － － － － 35市町村 35市町村

進捗 34市町村 35市町村 35市町村 35市町村 － －14

施策の柱３ 医療と介護分野の対応力強化

• 県内全ての市町村において、ガイドラインを踏まえた認知症ケアパスが作成されるよう、市町
村を支援していく。

• 市町村で作成された認知症ケアパスが、認知症の人やその家族、医療・介護関係者間で共有・
活用されるよう、市町村における認知症ケアパスの周知を促進する。

• 市町村に対して認知症ケアパスの点検を促し、より実効性のあるものとなるよう、内容の更新
のための支援を行う。

• 認知症ケアパスの実効性を高めるため、ガイドラインに沿った効果的な医療・介護サービスの
切れ目ない提供事例の普及拡大を図る。

１ 行動計画の概要

（１）認知症の容態に応じたケアの流れの確立及び充実強化

• 認知症ケアパスを山形県ホームページに掲載（随時更新）
• 認知症ケアパスの作成で、中心的な役割を担う認知症地域支援推進員の研修受講料を負担
※ 県医師会では、ホームページに山形県ホームページのリンクを設定

２ 今年度の取組

３ 目標指標
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施策の柱３ 医療と介護分野の対応力強化

• 各種制度改正や認知症基本法を踏まえた内容の更新が必要となっている。
• 認知症地域支援推進員に関しては、全市町村に配置することを目的に予算措置を実施してきた

ところ、全市町村で配置が完了していることを踏まえ、県費負担者数の削減も含めた検討が必
要となっている。

４ 課題

• 引き続き、全市町村への認知症地域支援推進員の配置を継続し、市町村支援を実施していく。
• 引き続き、市町村と連携し、ケアパス情報について県HP等で情報発信していく。
• 引き続き、医師会等関係団体等と連携し、医療・介護関係者に対して、周知及び活用を促して

いく。

５ 施策の方向性
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施策の柱３ 医療と介護分野の対応力強化

① かかりつけ医の認知症対応力の向上
② 歯科医師・歯科衛生士の認知症対応力の向上
③ 薬剤師の認知症対応力の向上
④ 認知症サポート医の養成
⑤ 一般病院勤務の医療従事者の認知症対応力の向上
⑥ 看護職員（師長等）の認知症対応力の向上

１ 行動計画の概要

（２）医療従事者の認知症対応力の向上

医師向けの研修に関しては、県医師会のご理解とご協力が必須。開業医の先生方を巻き込んで
ネットワークを作らないと対応できないと思っておりますし、そのための研修を開かないといけ
ないと思っておりますので、県医師会と連絡を取っていただいて、どのような形が良いのかとい
うところの意見交換をお願いしたい。（座長：山形大学太田委員）

２頂戴したご意見

県医師会長、県医師会事務局長に対して、医師向け研修等に対する支援を依頼しました。
かかりつけ医向け研修に関しては、県医師会より、本研修の後援及び県医師会長から未受講者

に向けた受講勧奨の協力、研修日程等に対するご意見をいただきました。また、酒田地区医師会
の役員の先生より、研修会の講師を担当していただきました。
認知症サポート医養成研修に関しては、非会員の先生に関しても推薦いただくなど受講者数の

増加にご協力いただきました。

３今年度の対応
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施策の柱３ 医療と介護分野の対応力強化

• かかりつけ医認知症対応力向上研修の開催（３０人受講）
• 歯科医師等認知症対応力向上研修の開催（４１人受講）
• 薬剤師認知症対応力向上研修の開催（３２人受講）
• 認知症サポート医養成研修への派遣（８人受講）※１人辞退（県医師会の推薦者数は９人）
• 病院勤務の医療従事者向け認知症対応力向上研修の開催（４２人受講）
• ※ 上記のほか日本看護協会等実施分（令和４年度認定２人）を含む
• 看護職員（師長等）認知症対応力向上研修の開催（１１６人受講）
• 各種専門職団体等と連携し、研修受講者の増加に向けた支援

３ 今年度の対応

かかりつけ医 R1累計 R2 R3 R4 R5 R5累計（目標） R7累計（目標）

計画 － 55人 55人 55人 55人 725人 840人

進捗 505人 研修中止 19人 14人 30人 568人 －

歯科医師 R1累計 R2 R3 R4 R5 R5累計（目標） R7累計（目標）

計画 － 22人 22人 22人 22人 216人 260人

進捗 128人 40人 51人 84人 41人 344人 －

４ 目標指標
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施策の柱３ 医療と介護分野の対応力強化

４ 目標指標

薬剤師 R1累計 R2 R3 R4 R5 R5累計（目標） R7累計（目標）

計画 － 23人 23人 23人 23人 383人 430人

進捗 291人 研修中止 41人 42人 32人 406人 －

サポート医 R1累計 R2 R3 R4 R5 R5累計（目標） R7累計（目標）

計画 － 7人 7人 7人 7人 104人 118人

進捗 76人 2人 6人 7人 8人 99人 －

医療従事者 R1累計 R2 R3 R4 R5 R5累計（目標） R7累計（目標）

計画 － 100人 99人 99人 99人 2,107人 2,300人

進捗 1,710人 研修中止 53人 ※153人 ※44人 1,960人 －

看護師 R1累計 R2 R3 R4 R5 R5累計（目標） R7累計（目標）

計画 － 71人 71人 71人 71人 530人 670人

進捗 246人 100人 87人 110人 116人 659人 －

※（公社）日本看護協会及び（公社）全日本病院協会が実施した研修のうち、厚生労働省が都道府県実施と同等と認めたものに関して、
山形県分の修了者を含んでいる。
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施策の柱３ 医療と介護分野の対応力強化

• アルツハイマー病の新薬は、早期診断が重要となることから、医師を中心とする専門職の対応
力を高める必要がある。

• 厚生労働省において、認知症基本法やアルツハイマー病の新薬を踏まえたカリキュラムの改正
が予定されている。

• 政府の中央社会保険医療協議会（令和５年11月29日）では、かかりつけ医による認知症対応力
を向上するため、診療報酬上の施設基準に、当該研修の追加が議論されている。

５ 課題

６施策の方向性

• オンラインでの研修開催など、研修に参加しやすい環境の整備に努める。
• 引き続き、各種専門職団体等と連携し、研修受講者の増加に向けた取組を進めていく。
• 引き続き、研修を受講したかかりつけ医・歯科医師・薬剤師について、「やまがたオレンジド

クター」、「やまがたオレンジデンティスト」、「やまがたオレンジファーマシスト」として
公表し、広く情報発信することで、地域における活動の機会を増やしていく。
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病院勤務の医療従事者向け研修の方向性

１ 受講者数の減少要因

• 病院勤務の医療従事者（医師、看護師等）に対する１時間半の基本的な内容の研修となってお
り、各専門職向けの研修が細分化する前は、本研修を受講いただいていた。

• 各専門職向けの研修が整備された後は、より研修内容の充実した各専門職向けの研修を優先し
て受講いただいている。（かかりつけ医、薬剤師、看護師等）

• 看護師向け研修に関しては、看護師長などの管理職の方を対象とした研修としており、県の研
修受講後は、病院内研修を実施していただくこととしている。また、日本作業療法士協会など
で会員向けの認知症対応力向上研修を実施していることから、県主催の研修会以外の研修会が
充実してきていることが推測される。

２ 施策の方向性

上記を踏まえ、以下の取組を進めていく。
• 引き続き、各専門職向けの研修を優先的に受講いただく。
• 引き続き、県の研修受講後の病院内研修の実施を推進していく。
• 各専門職団体（日本作業療法士協会等）が実施する認知症対応力向上研修に関しても、周知活

動に協力していく。
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中央社会保険
医療協議会資料
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施策の柱３ 医療と介護分野の対応力強化

① 良質な認知症介護を担う人材の育成
• 認知症ケアについての正しい理解のもと、本人主体の介護を行い、できる限り症状の進行を遅

らせ、行動・心理症状（BPSD）を予防できるよう、引き続き認知症への対応力を向上するため
の研修を行う。

• 認知症介護の人材育成のための研修として、認知症介護基礎研修をはじめ、認知症介護実践者
研修、認知症介護実践リーダー研修、認知症介護指導者養成研修、認知症介護指導者フォロー
アップ研修を実施する。

• 特に、2021（令和3）年度からは無資格者の介護職員に対し、認知症介護基礎研修の受講が義
務化（猶予期間３年）されるため、受講者数の増加を図る。

• また、介護サービス事業所を運営するために必要な研修として、認知症対応型サービス事業開
設者研修、認知症対応型サービス事業管理者研修、小規模多機能型サービス等計画作成担当者
研修を実施する。

② 介護保険施設等勤務の看護職員の認知症対応力の向上
• 介護保険施設等において日常的に認知症高齢者のケアに携わる看護職員に対し、認知症が人の

心理面に与える影響や、認知症の人や家族に対する具体的な関わり及び支援のあり方等の認知
症対応力の向上を図るため、引き続き研修を実施する。

１ 行動計画の概要

（３）介護従事者の認知症対応力の向上



23

施策の柱３ 医療と介護分野の対応力強化

• 介護職員の基礎研修受講者増に向けて、更なる周知が必要。
（介護支援専門員協会：髙橋委員）

２ 頂戴したご意見

• 複数回電子メールにより全施設に対して基礎研修義務化に関する内容を周知
• 施設への集団指導の中でも基礎研修義務化に関する内容を周知
• 基礎研修については、指定団体である認知症介護研究・研修仙台センターでe-ラーニングによ

り直接受講できる環境を整備するとともに、一般社団法人山形県老人福祉施設協議会を追加指
定し、研修を受講しやすい環境を整備

• 認知症介護指導者養成研修への派遣（１人受講）
• 認知症介護実践リーダー研修の開催（45人受講）
• 認知症介護実践者研修の開催（147人受講）
• 認知症介護基礎研修の開催（781人受講）※令和６年１月16日時点
• 施設看護職員BPSD研修の開催（19人受講）

３ 今年度の取組
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施策の柱３ 医療と介護分野の対応力強化

４ 目標指標

指導者養成 R1累計 R2 R3 R4 R5 R5累計（目標） R7累計（目標）

計画 － － － － － 47人以上 47人以上

進捗 47人 研修中止 研修中止 3人 １人 51人 －

実践リーダー R1累計 R2 R3 R4 R5 R5累計（目標） R7累計（目標）

計画 － 39人 39人 39人 39人 800人 870人

進捗 645人 研修中止 49人 49人 45人 788人 －

実践者 R1累計 R2 R3 R4 R5 R5累計（目標） R7累計（目標）

計画 － 184人 183人 183人 183人 4,200人 4,600人

進捗 3,467人 42人 212人 137人 （速報値）147人 4,005人 －

基礎 R1累計 R2 R3 R4 R5 R5累計（目標） R7累計（目標）

計画 － 25人 330人 330人 330人 1,278人 1,278人以上

進捗 263人 26人 47人 485人 （速報値）781人 1,602人 －

※ 実践者研修の受講定員に関しては、新カリキュラム導入に伴う指導者の負担の増加に伴い、令和４年度より１回あたりの定員を５０名としている。
（年３回実施）
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施策の柱３ 医療と介護分野の対応力強化

• 介護実践者研修の講師数を充実させていく必要がある。
• 無資格の介護職員に対する基礎研修受講が義務化されており、対象である場合、猶予期間であ

る令和６年３月31日までに受講する必要がある。

５ 課題

６ 施策の方向性

• 引き続き、介護指導者養成研修の受講を促進していく。
• 関係機関とも連携し、各施設に対し、未受講者の基礎研修受講を促していく。
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施策の柱３ 医療と介護分野の対応力強化

① 地域包括支援センターと関係機関の連携強化による効果的な取組の推進
② 認知症地域支援推進員と関係機関の連携強化による効果的な取組の推進
③ 認知症初期集中支援チームと関係機関との連携強化による効果的な取組の推進
④ 認知症疾患医療センター（県内５か所に設置）を核とした連携体制の充実強化等による効果的

な取組の推進

１ 行動計画の概要

（４）早期診断・早期対応のための関係機関の連携強化

• 地域包括支援センターの初任職員及び現任職員に対する研修の継続実施
• 認知症地域支援推進員研修及び認知症初期集中支援チーム員研修に対する受講支援
• 市町村連絡会議において、県内市町村における初期集中支援チーム員の好事例を紹介
• 認知症疾患医療センターにおける認知症疾患医療連携協議会及び研修会の開催
• 認知症疾患医療センター職員同士の情報共有を目的とした情報交換会の開催
• レカネマブの対応を踏まえた認知症疾患医療センターに対する体制整備調査の実施

２ 今年度の取組
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施策の柱３ 医療と介護分野の対応力強化

• 地域包括支援センター職員及び認知症地域支援推進員の資質向上を継続して図っていく必要が
ある。

• 初期集中支援チームと関係機関の連携強化により効果的な取組が推進されるよう、市町村を支
援していく必要がある。

• 県内でレカネマブに対応した医療機関が限られていることから、認知症疾患医療センターを中
心とした体制整備が必要となる。

３ 課題

• 地域包括支援センターの職員に対する研修を継続して実施し、認知症相談対応力の向上を引き
続き図っていく。

• 認知症地域支援推進員及び認知症初期集中支援チーム員の研修について受講支援していくほか、
好事例の紹介や情報交換の場を引き続き設けていく。

• 認知症疾患医療センターにおける認知症疾患医療連携協議会及び研修会において、レカネマブ
への対応を議論いただく必要がある。

４ 施策の方向性
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29



30篠田総合病院、佐藤病院、PFC HOSPITAL、日本海総合病院は地域型の認知症疾患医療センター
国立山形病院は連携型の認知症疾患医療センター
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延相談件数
（単位：件）

延外来人数 （単位：人）

疾患センター名称 本人 家族 機関 不明 合計 男性 女性 合計

篠田総合病院 49 372 418 839 1,360 2,607 3,967 

PFC HOSPITAL 1 12 41 54 8 7 15 

佐藤病院 247 674 426 1,347 508 1,116 1,624 

日本海総合病院 23 130 16 1 170 231 284 515 

国立山形病院 20 47 67 20 39 59 

合 計 320 1,208 948 1 2,477 2,127 4,053 6,180 

鑑別診断件数
（単位：人）

疾患センター名称
男 性 女 性 合 計

非該当 該当 計 非該当 該当 計 非該当 該当 計

篠田総合病院 59 94 153 69 181 250 128 275 403 

PFC HOSPITAL 1 7 8 7 7 1 14 15 

佐藤病院 26 47 73 30 91 121 56 138 194 

日本海総合病院 69 54 123 80 90 170 149 144 293 

国立山形病院 1 19 20 5 34 39 6 53 59 

合 計 156 221 377 184 403 587 340 624 964 

原因疾患別内訳
（単位：

人）
疾患センター名称 ＡＤ ＶａＤ ＤＬＢ ＦＴＤ その他 合 計

篠田総合病院 174 15 26 6 54 275 

PFC HOSPITAL 12 2 14 
佐藤病院 95 13 3 27 138 
日本海総合病院 100 7 10 7 20 144 
国立山形病院 31 1 21 53 

合 計 412 36 41 13 122 624 
割 合 66.0% 5.8% 6.6% 2.1% 19.6% 100%

ＡＤ：アルツハイマー型、ＶａＤ：脳血管性、ＤＬＢ：レビー小体型、ＦＴＤ：前頭側頭型
その他：混同型認知症、意味性認知症、アルコール性認知症、 嗜銀顆粒性認知症、大脳皮質基底核変性症 等

認知症疾患医療センターの運営状況（令和４年度実績）
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アルツハイマー病治療薬レカネマブを踏まえた体制整備の状況

篠田総合病院 佐藤病院 PFC HOSPITAL 日本海総合病院 国立山形病院

１ 実施予定あり ○ ○

２ 実施予定なし

３ 検討中 ○ ○ ○

１ アルツハイマー病治療薬レカネマブを使用した診療の実施予定

篠田総合病院 佐藤病院 PFC HOSPITAL 日本海総合病院 国立山形病院

１ センター内で投薬 ○ ○

２ 他の医療機関へ紹介

３ 検討中 ○ ○ ○

２アルツハイマー病治療薬レカネマブの診療対象となると推測される患者様への対応予定

３アルツハイマー病治療薬レカネマブを認知症疾患医療センターで投薬する上での課題

• 医師の配置要件として、臨床経験や所定の研修修了を満たす専門医が複数配置とあるが、こ
れは認知症疾患医療センターの中では要件を満たさない。院内で採用するにあたっては、認
知症疾患医療センターの枠組みを超えた診療科、部門との診療体制の構築が課題と考える。

（日本海総合病院）
• PETCTなど外部委託診断の契約先を探す必要があります。（国立山形病院）
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施策の柱３ 医療と介護分野の対応力強化

（５）介護サービスにおける新型コロナウイルス感染症対策

• 日頃から介護事業所に対し、感染拡大防止策の周知啓発や、感染症発生時においてもサービス
を継続するための備えが講じられているかの定期的な確認等を実施する。

• 施設にて感染が拡大した場合に備えて、他施設等からの応援職員の派遣体制の整備、応援予定
職員に対する事前研修の実施を行う。

１ 行動計画の概要

２ 今年度の対応

• 高齢者施設等に対し、感染への注意喚起と感染者が発生した場合の対応等について周知
• 職員相互派遣ネットワークによる応援職員派遣及び事前研修の実施。
• 感染が発生した介護施設に対し、他施設からの職員の派遣を調整及び衛生用品の購入費や人件

費のかかり増し経費等の助成。

３ 課題

• 介護サービス施設・事業所等において感染者が発生した場合、各施設等にゾーニング等のノウ
ハウがなく、事前のシミュレーションも不十分である。

• 介護サービス施設・事業所等において感染者が発生した場合の感染対策にかかる費用負担が増
している。
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施策の柱３ 医療と介護分野の対応力強化

• 事業所に対しては、感染防止対策を徹底するよう引き続き注意喚起するとともに、事業所の利
用者及び職員の感染発生は予測ができないため、施設内で感染者が発生した場合の対応が迅
速・適切に行われるよう指導する。

• 感染者発生施設に対するかかり増し経費の助成制度を広く施設に周知、活用により、介護サー
ビスの継続や復旧を支援する。

４ 施策の方向性
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施策の柱４ 認知症の人と家族にやさしい共生地域づくり

① 認知症相談・交流拠点「さくらんぼカフェ」における相談機能の充実強化
• 「さくらんぼカフェ」における電話や面談での個別相談を引き続き実施し、気軽に相談できる

体制を構築するとともに、認知症の本人同士やその家族が交流できるスペースの設置や出張交
流会の開催により、認知症の人の精神の安定や介護者の精神的負担の軽減を図る。

• 「さくらんぼカフェ」の出張交流会を通じて、認知症に関する相談と本人及び家族等の交流の
機会を創出する。

• 介護者の精神的負担及び不安の軽減を図るため、広く相談窓口について周知する。
② 若年性認知症の人への支援の充実強化
• 若年性認知症支援コーディネーターを引き続き配置し、若年性認知症コールセンターをはじめ

としたワンストップのきめ細かな相談により、医療・福祉・就労の総合的な支援を行う。
• 若年性認知症の人に対して、発症初期から高齢期まで本人の状態に合わせた適切な支援が図ら

れるよう、認知症の各支援機関をはじめ、医療、介護、福祉関係や、経済団体等との連携を強
化する。

１ 行動計画の概要

（１）相談体制の充実強化

• 若年性認知症の方に対する支援事例について、ホームページなどで公開していただきたい。
（座長：山形大学太田委員）

２ 頂戴したご意見
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施策の柱４ 認知症の人と家族にやさしい共生地域づくり

３今年度の対応

• 若年性認知症の方の支援事例について、ご本人が特定されないように配慮した上で、やまがた
認知症カフェ通信５月号に掲載し、以下のホームページに公開。
https://www.pref.yamagata.jp/090002/kenfuku/koreisha/ninchi/sakuranbo-cafe.html

• 「さくらんぼカフェ」における相談対応、交流スペースの設置
• 「さくらんぼカフェ」の出張交流会の開催（４回開催）
• 「さくらんぼカフェ」内への若年性認知症コーディネーターの配置
• 若年性認知症コーディネーターのフォローアップ研修会への参加
• 若年性認知症の人と家族のつどい「なのはな」（篠田総合病院と認知症の人と家族の会山形県

支部の共催）による交流の場の提供
• 若年性認知症の人を支援するためのネットワーク会議の開催
• 認知症の人や家族、支援者、一般の人がリレーをする「RUN伴」の支援（再掲）
• 若年性認知症の方をテーマとした映画「オレンジ・ランプ」の視聴会の支援（再掲）
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施策の柱４ 認知症の人と家族にやさしい共生地域づくり

• 引き続き、必要な方が支援を受けられるように「さくらんぼカフェ」及び若年性認知症コー
ディネーター等の周知をする必要がある。

• 若年性認知症の人を支援するため、引き続き、関係機関との連携を進めていく必要がある。

４ 課題

• 「さくらんぼカフェ」における電話や面談での個別相談や出張交流会を引き続き実施していく
とともに、県民に対する相談窓口の認知度向上を図るため、引き続き県HPへの掲載や各種会議
の場等での周知を行っていく。

• 若年性認知症の人を支援するために、ネットワーク構築のための会議を引き続き開催する。

５ 施策の方向性
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施策の柱４ 認知症の人と家族にやさしい共生地域づくり

① チームオレンジの早期整備に向けた支援
② 県内各地の認知症カフェにおける効果的な取組の推進
③ 認知症高齢者等の移動支援の推進
④ 権利擁護に関する事業の促進
⑤ 認知症の人本人の社会参加の促進

１ 行動計画の概要

（２）地域による共生支援体制づくり

• チームオレンジに関しては、研修に参加する市町村の方々の理解が不足しているところも見受
けられるため、市町村への後押しが必要。（地域包括支援センター等協議会：大江委員）

• 県から回答のあった買い物支援に関する優良事例については、本協議会やホームページなどで
公開していただきたい。（山形県作業療法士会：椿野委員、座長：山形大学太田委員）

２ 頂戴したご意見

チームオレンジ R1 R2 R3 R4 R5.12 R5（目標） R7（目標）

計画 － － － － － 20市町村 35市町村

進捗 １市町村 １市町村 １市町村 ６市町村 ７市町村 － －

３ 目標指標

新型コロナウイルス感染症の影響により、市町村の福祉担当の方が同対策優先となったことや一般の方を集めて話をする機会を控えざるを得な
かったこと、チームオレンジの事例が十分に積みあがっていなかったこと等により、全国的に進捗状況が低調となっている。
（参考）全国のチームオレンジ整備は、令和３年度時点で220市町村（12.6%）
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施策の柱４ 認知症の人と家族にやさしい共生地域づくり

４今年度の対応

• 厚生労働省より、チームオレンジの定義等に関する事務連絡が発出されたことを受け、令和５
年４月に市町村への周知を実施。

• チームオレンジ・コーディネーター研修の開催や研修会の講師役となるオレンジ・チューター
の養成研修受講を支援

• やまがた認知症カフェ通信において、チームオレンジの制度に関する説明を実施するとともに、
整備済みの自治体の連載企画。

• 認知症カフェ好事例情報交換会（オンライン）において、カフェ主催者の皆様にチームオレン
ジの説明を実施。

• 認知症カフェ運営者情報交換会の開催（４回開催）
• 運転免許自主返納者に対する特典・サービスを受けられる協賛事業者の募集・登録（令和５年

12月10日現在の協賛事業所数：510か所）
• 住民主体による移動支援サービス提供のための担い手養成講座の開催（２回開催）
• 生活支援コーディネーター等が作成した地域資源マップ（別添）を収集し、県ホームページに

掲載するとともにやまがた認知症カフェ通信において周知を実施
• 成年後見制度利用促進のための市町村等担当者研修会の実施
• 成年後見制度利用促進のための県の方向性を検討するため、専門職団体及び当事者団体を交え

た検討のための会議を開催
• 成年後見制度利用促進のため、報酬助成制度の市町村間の差異を解消するための通知の発出及

び市町村の検討の参考にしていただくため、実施要綱の収集及び共有を実施
• 市町村社会福祉協議会における成年後見制度に関する理解を促進するため、県社会福祉協議会

が主催する研修会への講師派遣を実施
• 市町村に対する都道府県版認知症本人大使の候補者の照会
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施策の柱４ 認知症の人と家族にやさしい共生地域づくり

• チームオレンジの整備に関しては、市町村と活動の担い手（認知症カフェ等）の双方にチーム
オレンジの理解を促進していく必要がある。

• 認知症カフェ同士の情報交換を促進していく必要がある。
• 運転免許自主返納者に対する支援を充実させていく必要がある。
• 成年後見制度について、市町村によって住民への周知度合いや、制度利用のための体制整備の

状況に差が生じている。
• 認知症の人の社会参加を促進する必要がある。

５ 課題

• 引き続き、チームオレンジに対する理解を深め、立上げ支援につながるような情報提供及び研
修会を実施していく。

• チームオレンジの担い手となることが期待される認知症サポーター及びキャラバン・メイトの
養成講座において、認知症カフェ及びチームオレンジの活動について紹介する。

• 引き続き、免許証自主返納者に対する協賛事業者を充実させるとともに、生活支援コーディ
ネーターが行う移動支援サービスを含めた生活支援サービスの担い手を支援していく。

• 成年後見制度の利用がさらに促進されるよう、制度の普及啓発や、市町村において業務に従事
する職員の資質向上のための研修会の実施等に引き続き取り組んでいく。

• 成年後見制度の担い手の確保に向けた事業の検討を実施していく。
• 認知症の人の社会参加促進のため、各市町村において活動している認知症の人の情報を収集し、

活動等を検討していく。

６ 施策の方向性



事業名 委託先（実施機関） 事業内容

認知症相談交流支援事業 認知症の人と家族の会山形県支部
認知症カフェ通信及びカフェ運営者情報交換会
においてチームオレンジの事例紹介を実施
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県のチームオレンジの整備推進に向けた取組

１ 人材育成

事業名 委託先（実施機関） 事業内容

オレンジ・チューター養成研修 全国キャラバンメイト連絡協議会
県内のチームオレンジに関するリーダーの養成
オレンジ・コーディネーター養成研修の講師養成

オレンジ・コーディネーター研修 地域包括支援センター等協議会
チームオレンジの立上げ役の養成
市町村の認知症地域支援推進員等が参加

２ 運営費の支援

事業名 委託先（実施機関） 事業内容

認知症サポーター活動促進・地
域づくり推進事業

市町村
国及び県が市町村のチームオレンジの取組に対
して地域支援事業交付金による補助を実施。補
助対象経費について、市町村へ情報提供を実施。

３ 普及啓発
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成年後見制度の利用促進に向けた県の主な取組

担い手の育成の方
針の策定

市民後見人養成研
修の実施

法人後見実施団体
の養成研修の実施

市町村長申立てに
関する研修の実施

都道府県単位の協
議会設置

意思決定支援研修
の実施

○ ○ ○

２ 要請内容

• 第二期成年後見制度利用促進基本計画（令和４年度～令和８年度）において、都道府県は、
「２ 要請内容」に記載の事項について、令和６年度までの実施を要請されている。

• 県では、令和５年度に高齢者及び障がい者の当事者団体及び専門職団体を交えた会議を開催し、
成年後見制度に関する方針を検討し、「やまがた長寿安心プラン」に記載することとしている。

• また、従来実施してきた研修に加えて、新たな権利擁護に関する研修に関しても、令和６年度
当初予算において予算要求を実施している。

１ 概要

※ ○の項目は令和５年度時点で実施済みの内容

• 成年後見制度とは、判断能力の不十分な方（高齢者、精神障がい者、知的障がい者等）の権利
を保護し、支援するための制度。民法の改正（平成12年４月１日施行）により創設された。

• 成年後見制度が十分に利用されていないことを踏まえ、平成28年度に成年後見制度利用促進法
が制定されたことに伴い、平成29年３月に成年後見制度利用促進基本計画、令和４年３月に第
二期成年後見制度利用促進基本計画（以下、「第二期基本計画」という）が策定された。

３ 参考
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買い物支援に関する高齢者支援課の取組

• 県の移住定住・地域活力創生課が主催する買い物支援ワーキング（県及び市町村の関係課が参
加）の中で先進事例に関する情報交換を実施。

• 会議の内容は、民間企業の取組も含めて実施されており、活発な情報交換を実施する観点から、
クローズドを前提としている。

１ 情報交換

２ 地域資源マップ

• 市町村の生活支援コーディネーター（地域包括支援センター等に配置）が中心に作成した地域
資源マップを収集し、県ホームページに掲載。

• 買い物支援ワーキングの中でも地域資源マップに関する情報提供を行い、市町村の各担当課
（交通、商工、福祉等各分野）が実施している各種施策が地域資源マップとして、地域住民に
わかりやすい形で情報提供される仕組みづくりを目指している。

• 県では、高齢者福祉に重要な役割を果たす生活支援コーディネーターの育成のための研修を実
施するとともに、市町村が生活支援コーディネーターを配置するための経費について、地域支
援事業交付金による補助を実施し、取組を支援している。

参考：川西町生活支援ガイドブック 参考：山形県内の地域資源マップ
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（参考）川西町生活支援ガイドブック
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（参考）川西町生活支援ガイドブック
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（参考）川西町生活支援ガイドブック
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（参考）川西町生活支援ガイドブック
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（参考）川西町生活支援ガイドブック
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（参考）川西町生活支援ガイドブック
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（参考）川西町生活支援ガイドブック
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（参考）川西町生活支援ガイドブック


